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はじめに

令和４（２０２２）年１月、商業登記所を活用した実質的支配者リスト制度

が開始された。同制度は、マネーロンダリングやテロ資金供与防止など法

人の実質的支配者の透明性を向上させることに対する国内外の要望を受け

て新設されたものであるが１、その開示が要求されるのが株式会社に限定さ

れるなど、実質株主ひいては実質的支配者の開示制度として不十分である

のは否めない。また、これ以外にも株主情報を開示する法制度として、例

えば会社法上の事業報告（会社４３５条２項、会社則１１９条３号・１２２条１ 項

１号）などが挙げられるが、そのいずれもが開示の実効性や情報開示範囲

の狭さ（＝一般公衆への情報開示を目的としていない）といった点で、実

質的支配者情報の開示制度としての不完全さが指摘されている２。こうした

株主情報の開示制度の現状を踏まえて、近時、わが国では、会社の実質株

主を把握する仕組みを新たに創設することを求める声が主張されるように

なった３。この動きに呼応して、令和５（２０２３）年３月には、金融審議会に

おいて、「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」が設

置され、同ワーキング・グループにおいて、目下（令和５年１２月現在）、

実質株主の透明化ひいては開示規制のあり方について検討がなされている。

このように、わが国では会社の実質株主の開示規制をめぐる立法を目指

す動きはスタートしたばかりではあるが、英仏独をはじめとする欧州諸国

では、すでに実質株主ひいては実質的支配者４の開示規制に係る立法がなさ

１齊藤恒＝南野雅司「『商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規
則』の解説」商事2282号14-15頁（2021）。

２坂東洋行「我が国の実質株主開示への課題と方向性」金法2217号31頁（2023）。なお、
わが国の現行法令における株主情報開示規制についての紹介ならびに各規制の短所
については、同29-33頁が詳しい。

３例えば、井上卓ほか「〈座談会〉株主総会実務の将来展望〔上〕」商事2318号10頁〔中
村秀康発言〕（2023）。

４実質株主開示規制の目的と実質的支配者開示規制の目的については、中村信男「欧州
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れており、この点で先行していると言えよう５。欧州諸国では、第２次株主

権指令（Richtlinie（EU）２０１７/８２８）や第４次マネーロンダリング指令

（Richtlinie（EU）２０１５/８４９）によって、実質株主ないし実質的支配者情報

の開示規制について一応の整備がなされている６。

そこで、本稿では、これらの開示規制のうち、ドイツにおいて実質的支

配者を開示する制度である、資金洗浄法に基づく透明性登録簿制度を取り

上げ、これを概観することを目的とする７。本稿では、まず、ドイツにおい

て２０１７年の資金洗浄法の改正に伴って導入された透明性登録簿制度の概要

法制との比較から提起される課題」金法2217号9-10頁（2023）。
５イギリスにおける実質的支配者制度の開示については、川島いづみ「【イギリス】情
報提供請求と議決権行使の禁止、PSC名簿の義務化」金法2217号13頁以下（2023）、ま
たフランスのそれについては、石川真衣「【フランス】複数の制度を通じて情報の開
示・取得を実現」金法2217号24頁以下（2023）、ドイツについては、拙稿「【ドイツ】
大量保有報告義務および透明性登録簿で実質的支配者を開示」金法2217号19頁以下
（2023）。なお、英独仏の開示規制を比較するものとして、中村・前掲注（4）11頁中
の【図表】参照。

６欧州諸国のうち、ドイツでは、第２次株主権指令を受けて、2019年の第２次株主権指
令実施法（ARUGII）が制定された。同法による株式法改正によって、株式法67d条
が新設された。株式法67d条は、上場会社がその株式を保有する仲介者に対し、株主
の身元および直近の仲介者に関する情報を請求する権利を認め（同1項）、また、その
情報請求権は、最後の仲介者に到達するまで、仲介者によってその都度直近の仲介者
に取り次がれなければならない（同３項）旨を定める（株式法67d条については、伊
藤雄司「ドイツにおける『誰が株主であるかを知る権利』の導入について」資本市場
研究会編『企業法制の将来展望2020年度版』（資本市場研究会、2019）229頁以下、お
よび公益社団法人商事法務研究会編『令和元年度産業経済研究委託事業 成果報告
書』〔山下徹哉〕（2020）134頁以下参照）。もっとも、株式法67d条は株主とのエンゲー
ジメント促進を目的とする、いわば実質株主開示規制として位置付けることができよ
うが、実質的支配者（wirtschaftlichBerechtigter）までをも開示するものではない点
に留意が必要である（Koch,AktG,17.Aufl.2023,§67dRn.4.）。なお、第２次株主権
指令実施法では、取締役の報酬規制についても改正が施されているが、この点につい
ては、正井章筰（尾形祥ほか補訂）『ドイツにおける労働者の共同決定――歴史と制
度――』534-535頁（早稲田大学出版部、2023）参照。

７筆者は、かつてドイツの透明性登録簿制度を簡単に紹介したことがあるが、紙幅の都
合もあり、その紹介は概括的なものに留まっていた（拙稿・前掲注（5）20-23頁）。本
稿は、さきの拙稿で取り上げられなかった事項（例：不一致報告制度など）を大幅に
補充した上で、透明性登録簿制度全体を概観するものである。
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と、その導入背景について概観する（Ⅰ）。次に、透明性登録簿制度の中核

の一つである、私法上の法人など資金洗浄法20条１項および同法21条所定

の団体が負う、実質的支配者情報の通知義務について見ていく（Ⅱ）。そし

て、通知義務の対象となる実質的支配者の情報とは何かを条文に則して確

認するとともに（Ⅲ）、これらの情報の閲覧権者についても概観する（Ⅳ）。

さらに、実質的支配者情報の通知義務者の有する情報と透明性登録簿に登

録されている情報との間に齟齬が生じている場合になされる不一致報告制

度についても概観する（Ⅴ）。最後に、透明性登録簿制度による実効性につ

き若干の私見を述べる（おわりに）。

Ⅰ．透明性登録簿制度の概要と導入背景

⑴ 総説

ドイツでは、EUの第４次マネーロンダリング指令８を受けて、2017年に

資 金 洗 浄 法（GesetzüberdasAufspürenvonGewinnenausschweren

Straftaten,Geldwäschegesetz，以下、単に「法」ということがある。）が改

正され、同法の第４章（Abschnitt4）において新たに規律されている透明

性登録簿（Transparenzregister）が株式会社等の実質的支配者の開示に一

役買っている（法18条以下）。透明性登録簿制度は、資金洗浄法20条１項お

よび同法21条による私法上の法人等の一定の団体がその実質的支配者

（wirtschaftlichBerechtigter）に関する情報を登録機関に通知して登録

し、一般公衆等の閲覧権者がこれに電子的にアクセスすることを可能にす

るための制度である（法18条１項参照）。透明性登録簿制度を中核として支

えるものは、私法上の法人等の一定の者が負う実質的支配者情報に係る通

８第4次マネーロンダリング指令の内容については、加藤浩「立法情報 EU マネーロ
ンダリング・テロ資金供与の防止対策の強化」外国の立法２６３巻１号６-７頁（２０１5）
を参照。



ドイツにおける透明性登録簿による実質的支配者の開示

１９

知義務である（法20条１項、21条１項）。この通知義務は透明義務

（Trasnprarenzpflicht）とも呼ばれることもあり、これによれば、私法上

の法人等の一定の者がリスクに見合った範囲で（inrisikoangemessenem

Umfang）実質的支配者を明らかにするとともに（法20条３a項）、実質的

支配者の身元（Identität）を確認して、実質的支配者の透明化を図ること

を内容とするものであると説明される９。

もっとも、透明性登録簿制度は実質的支配者情報を開示するものである

が、資本市場法上の目的を有するものではないことに留意すべきである。

その制度目的はマネーロンダリングやテロ資金供与を防止し１０、これらの

行為によって脅かされる、法治国家と民主主義の擁護という内部的安全か

ら外部的安全や国際平和秩序に至るまでの法益を保護するところにあ

り１１、いわば公益的要請に基づく制度である。

⑵ 透明性登録簿制度導入の背景等

ドイツにおいて、透明性登録簿制度が創設された背景には、マネーロン

ダリング（およびテロ資金供与）の防止に取り組んできた金融活動作業部

会（FinancialActionTaskForce,以下、――その略称である――「FATF」

という。）の勧告に依るところが大きい。FATFは設立の間もない頃から、

マネーロンダリングの手段としての「企業手法（corporatetechniques）」

の利用に着目をしていた１２。そして、FATFは2003年に公表した40の勧告

（FATFTheFortyRecommendations2003）において初めて、資金洗浄

者による不法な法人等の利用を防止するための措置を講じるべきとして、

法人や信託による法的形態（Rechtsgestaltung）に対する一定の実質的支

９Herzog/SeehaferGwGVorAbschnitt4Rn.1.
１０Herzog/SeehaferGwGVorAbschnitt4Rn.2.
１１Herzog/SeehaferGwGVorAbschnitt4Rn.2.
１２FATFREPORT1990,S.9.なお、同報告書については、FATFのウェブサイト
（https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/1990%20ENG.pdf）
にて閲覧することができる〔最終閲覧：2023年12月20日〕。
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配者の透明性確保を勧告した１３。しかし、この勧告自体は非常に大雑把な

（grobmaschig）ものであって、実質的支配者に関する情報へのアクセシ

ビリティをどのように確保するかについては各加盟国に委ねられていた１４。

そして、2012年にはFATFの40の勧告の改訂版が公表されるに至ったもの

の、実質的支配者の透明性に関する勧告（同勧告24号、25号）については

実質的な変更はなかった。しかし、同勧告の注釈レベルにおいて、実質的

支配者の透明性を確保するにあたって、会社登記簿（companyregister）

が有用な仕組みであることが示された１５。

2015年に、EUは、こうしたFATFの勧告を受けて第４次マネーロンダリ

ング指令を制定した。同指令３０条３項および３１条４項では、透明性登録簿

制度の創設が内容に含まれており、これを受けて、２０１７年にはドイツの立

法者も、同指令を国内法化するかたちで資金洗浄法を改正し、その第４編

において透明性登録簿制度を創設した。当時の立法者は、上場会社を含め

た全ての会社等に対して実質的支配者の通知を求めるのではなく、いわゆ

るキャッチ型登録（Auffangregister）による実質的支配者情報の通知制度

を採用した。これによれば、例えば上場会社など実質的支配者が登記簿な

どの他の制度から特定され得る場合には、通知義務は履行されたものと擬

制されていた。

２０１８年には、EUは、第４次指令を改正する第５次マネーロンダリング指

令（Richtlinie（EU）２０１８/８４３）を制定した１６。同指令は、透明性登録簿の

１３FATF,THEFORTYRECOMMENDATIONS2003,Rn.33f.
１４Vgl.Herzog/SeehaferGwGVorAbschnitt4Rn.23.
１５FATF,THEFATFRECOMMENDATIONSFEBRUARY2012,S.83ff.
同勧告の英語版については、次のURL
（https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kokusai/data/40_2012.pdf）からアクセス
することができる〔最終閲覧：2023年12月20日〕。

１６第５次マネーロンダリング指令の内容については、島村智子「立法情報 EUマネー
ロンダリング・テロ資金供与に関する規制の強化」外国の立法278巻１号６-７頁（2019）
を参照。
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閲覧権限を一般公衆に拡大するとともに、実質的支配者情報の不一致に係

る報告制度を新設し、さらには、EU域内において透明性登録簿の相互接続

を可能にし、いわば透明性登録簿ネットワークを張り巡らせることを志向

することを内容としていた。ドイツでは、この第５次マネーロンダリング

指令を国内法化するかたちで、２０１９年に資金洗浄法が改正され、一般公衆

にまで透明性登録簿の閲覧権限が拡大されるとともに、実質的支配者情報

の不一致報告制度が新設された。EU域内での透明性登録簿の将来的な相

互接続を考慮すれば、前述のキャッチ型登録はもはや維持できないと考え

られ、あらゆる会社が実質的支配者情報を透明性登録簿上に登録する、い

わゆるフル登録（Vollregister）に移行する必要があった。このフル登録へ

の移行については、重大な犯罪行為の撲滅に際して金融取引情報を利用す

ることに関するEU指令（Richtlinie（EU）２０１９/１１５３）の国内法化と抱き

合わせるかたちで、２０２１年８月１日に透明性登録簿・財務情報法

（Transparenzregister-undFinanz-informationsgesetz，TraFinG）の制 定

に伴う資金洗浄法の改正によって実現するに至っている。

Ⅱ．実質的支配者情報の通知義務

⑴ 実質的支配者情報の通知義務の主体

透明性登録簿制度の下では、一次的には、一定の者が登録機関

（registerführendeStelle）１７に実質的支配者に関する情報を電子的に通知

し、これを提供することになる。ここにいう実質的支配者情報の通知義務

を負う一定の団体とは、（α）私法上の法人（juristischePersonendes

Privatrecht）ならび に 登 記され た 人 的 会 社（eingetragenePerson-

engesellschaften）（法20条１項）、および、（β）ドイツに住所または所在

１７連邦官報出版有限会社（BundesanzeigerVerlagGmbH）を指す。
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地を有する信託の管理者（受託者）、その目的が財団設立者の観点から（aus

SichtdesStifters）自己のため（eigennützig）のものである権利能力なき

財団の受託者、ならびに、こうした財団に構造面あるいは機能面において

相応する法的形態（Rechtsgestaltung）の受託者（法21条１項・２項）に

大別される。

（α）の「私法上の法人」の具体例としては、株式会社、有限会社、有

限責任事業会社、株式合資会社、ヨーロッパ会社（SocietasEuropaea）、

登記社団（eingetrageneVereine）および相互保険会社（Versicherung-

svereineaufGegenseitigkeit）などが挙げられる１８。また、「登記された人

的会社」とは、立法理由書によると、会社登記簿、商業登記簿、または同

等の公的登記簿に登記されている会社を指し１９、その具体例としては、合名

会社、合資会社（有限合資会社（GmbH&Co.KG）を含む）およびパート

ナーシャフト会社（Partnerschaftsgesellschaft）などが挙げられる２０。他方

で、登記を要しない、民法上の組合や匿名組合（stilleGesellschaft）はこ

れに含まれない２１。

そして、実質的支配者情報の通知義務を負うのは、原則として、ドイツ

国内に定款上の住所（SatzungssitzinDeutschland）を有する団体であるが、

業務執行がなされる場所である経営上の住所（Verwaltungssitz）がドイツ

国内にあるか否かは問われない２２。しかし、ドイツ国外に定款上の住所を有

する団体も、例えばドイツ国内の不動産の所有権を所有している場合やこ

れを取得しなければならない場合などには――すでに実質的支配者情報が

他のEU加盟国の他の登記所に送信されている場合を除き――例外的に同

１８Walter/Becker,in:Zentes/Glaab,GwG3.Aufl.2022,§ 20Rn.29;BeckOGK/Reuter
GwG§20Rn.23.

１９BT-Drs.18/11555,S.127.
２０BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.22.
２１BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.28.
２２BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.24.
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様の通知義務を負うこととなる（法２０条１項２文、４文）。また、（α）の

団体は、清算段階または倒産手続段階であったとしても、清算結了の登記

がなされるまでは（biszurEintragungihrerLöschung）通知義務を負う２３。

なお、従前は、上場株式会社や商業登記簿などの他の登記簿から実質的

支配者に関する情報を入手し得る場合については、通知義務はすでに履行

されたものとする、みなし規定が存在していた（２０２１年８月改正前資金洗

浄法２０条２項参照）。例えば、上場会社については、有価証券取引法

（Wertpapierhandelsgesetz，WpHG）において、「取得、処分またはその他

の方法でドイツを本国とする発行会社に対する議決権が３％、５％、１０％、

１５％、２０％、２５％、３０％、５０％または７５％に到達、超過または下回った者

は、その旨を遅滞なく発行者および連邦金融監督庁（BaFin）に対して遅

くとも４取引日以内に報告しなければならない」として大量保有報告制度

が用意されているため（有価証券取引法３３条）２４、上場会社は資金洗浄法の

実質的支配者情報の通知義務を重ねて履行する必要はなかった２５。しかし、

義務者をはじめとする閲覧権者による実質的支配者の調査のさらなる効率

化や欧州における透明性登録簿の相互接続の促進を図る観点から２６、２０２１年

８月１日に施行された透明性登録簿・財務情報法による資金洗浄法の改正

により、本みなし規定は削除された。現行法下では、すべての私法上の会

社が実質的支配者情報に関する通知義務の主体となっている２７。

２３BVAFAQStand:05.Mai2023,S.3.
２４ドイツ有価証券取引法上の大量保有報告義務とその義務違反による株主権の喪失に
ついては、神作裕之「金融商品取引法の規定に違反した者による議決権行使の制限」
前田重行先生古稀記念『企業法・金融法の新潮流』7頁以下（商事法務、2013年）参
照。

２５ただし、有価証券取引法上の大量保有報告義務は、実質的支配者情報を直裁的に把握
するものではないと思われる。この点については、拙稿・前掲注（5）20頁参照。

２６BT-Drs.19/28164,S.49.
２７もっとも、ドイツ同様に第4次マネーロンダリング指令により、通貨金融法典におい
て実質的支配者情報の開示制度を手当てしたフランスでは、実質的支配者制度の通知
義務を負う主体から上場会社は外れたままである（石川・前掲注（5）27頁）。
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⑵ 実質的支配者の定義

透明性登録簿によって開示の対象となるのは「実質的支配者」の情報で

ある。資金洗浄法によれば、ここにいう「実質的支配者」とは、当該団体

等の最終的な所有者または支配者である自然人を指すが、より厳密に言え

ば、資金洗浄法３条によって定義される自然人である（法１９条２項参照）。

ただし、実質的支配者の範囲は、実質的支配者情報の通知義務を負う主体

によって異なることには留意が必要である。具体的には、（ア）権利能力を

有する財団を除く上記（α）の実質的支配者は、同法３条１項および同２

項に基づいて確定され、（イ）権利能力を有する財団および上記（β）の実

質的支配者については、同法３条１項および３項を準用する（法１９条２項）。

（ア）（イ）ともに、私法上の法人その他の団体あるいは法的形態を最終

的に所有または支配する自然人、および、その指示に基づき取引

（Transaktion）が最終的に実行され、または、取引関係（Geschäfts-

beziehung）が最終的に基礎付けられるような自然人が実質的支配者に該

当する点では共通する（法３条１項１文１号・２号）。ここにいう「取引

（Transaktion）」とは、金銭またはその他の財産の移動を目的とする、あ

るいは、その効果をもたらす行為を指し（法１条５項）、「取引関係

（Geschäftsbeziehung）」とは、義務者の営業活動または職業活動に直接関

連し、接触が実現した際に一定期間継続することを前提とする各関係を指

す（法１条４項）。この資金洗浄法３条１項による実質的支配者の定義は、

FATFの勧告において定義されている実質的支配者（beneficialowner）の

定義に沿ったものである２８。

そして、（ア）については――その対象は一部となるが――これに加えて

資金洗浄法３条２項による実質的支配者についても情報開示の対象とな

る。同法３条２項は、その１文ないし４文では現実の実質的支配者

２８BeckOGK/ReuterGwG§3Rn.48.
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（tätsachlicherwirtschaftlichBerechtigter）について、５文では、みなし

実質的支配者（fiktiverwirtschaftlichBerechtigter）についてそれぞれ規

定する。

まず、権利能力を有する財団以外の私法上の法人で、組織市場に上場さ

れておらず（有価証券取引法２条１１項）、かつ、共同体法（Gemein-

schaftsrecht）に適合する議決権持分（Stimmrechtsanteile）に関する透明

性要件または同等の国際基準に服していないその他の会社の場合には、直

接的または間接的に、①資本持分の２５%以上を保有している自然人（同１

号）、②議決権の２５%以上を支配している自然人（同２号）、あるいは、③

同様の方法で支配している自然人（同３号）もまた、実質的支配者に該当

する（資金洗浄法３条２項１文）。このように、法３条２項１文は、会社を

支配することで事実上の実質的支配者となる自然人の３類型を列挙してい

るが、これら３類型は実質的支配者としての地位を規則的に例示したもの

（Regelbeispiele）であり、法的安定性を確保するとともに、実質的支配者

の特定（Ermittlung）を容易化するものであると解されている２９。このう

ち、③の「同様の方法での支配」（法３条２項１文３号）には――社員たる

地位または定款上の権利のように――会社法のみを基礎とする支配だけで

なく――債務法上の付随的合意事項（Nebenvereinbarung）のように――

債務法を基礎とする支配もまた含まれると解されている３０。そのため、連邦

行政機関も、定款や付随的合意事項によって株主に特別に付与される、異

議申立権（Widerspruchsrecht）や拒否権（Vetorecht）を行使することに

よる構成員総会（Mitgliederversammlung）、社員総会または株主総会に対

する直接的もしくは間接的支配は、法３条２項１文３号の「同様の方法で

の支配」にあたるとしている３１。

２９BeckOGK/ReuterGwG§3Rn.52.
３０BeckOGK/ReuterGwG§3Rn.66.
３１BVAFAQStand:05.Mai2023,S.16.
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資金洗浄法３条２項１文１号２号の①②の実質的支配者の定義について

は資本持分または議決権の２５％という具体的な閾値が存在するため、少な

くとも自然人が会社に直接的に当該閾値以上の持分参加をしている場合に

は、当該自然人は実質的支配者にあたることになる。しかし、自然人が親

会社を介して子会社に間接的にのみ持分参加しているような多層的な持分

参加関係にある場合（inmehrstufigenBeteiligungsverhältnissen）におい

て、当該自然人が子会社の実質的支配者となるために、当該自然人と親会

社との関係においてどの程度の持分参加が必要であるかなど、いかなる基

準をもって「間接的に支配している」と評価すべきかという難しい問題が

生じる３２。そこで、資金洗浄法３条２項２文ないし同４文は、間接的支配

（ｍittelbareKontrolle）が存在する場合に関しての規則的な例示

（Regelbeispiele）について規定する。具体的に、 法３条２項２文は「あ

る自然人によって支配されている１またはそれ以上の数の資金洗浄法２０条

１項による団体によって相応する持分が保有されている場合、間接的支配

が特に存在する」と規律しており、自然人が１つ以上の「仲介」会社を経

由して会社の持分を保有するような、多層的な持分参加関係が存在する場

合は間接的支配が存在し得るケースであると理解されている３３。続けて、同

３文は「自然人が直接的または間接的に２０条１項による団体に対して支配

的影響力を行使できる場合、支配は特に存在する」として「支配」概念に

ついて規律するとともに、同４文は「支配」概念の基礎となる「支配的影

響力」が商法２９０条２項ないし４項を準用して定義づけられる旨を規律し

ている。

さらに、資金洗浄法３条２項５文によれば、包括的な審査が行われ、第

４３条１項に基づく事実が存在せず、かつ、第２０条１項による報告義務を負

う団体が資金洗浄法３条１項または同２項１文ないし４文に基づく実質的

３２BeckOGK/ReuterGwG§3Rn.52.
３３BeckOGK/ReuterGwG§3Rn.53.
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支配者を特定することができない場合には、契約相手方の法定代理人、業

務執行社員またはパートナー（PartnerdesVertragspartners）が実質的支

配者としてみなされるとされる。これらの者は、直接的には実質的支配者

にはあたらないが、包括的な審査の後に自然人が実質的支配者として特定

できない場合（そのような人物が存在しないか、特定ができない構造をし

ている場合）、または、疑義が生じる場合（実質的支配者として特定された

人物が実際にはそうでない可能性がある場合）、「みなし実質的支配者」に

該当することになる。

また、（イ）の信託等については、前述した資金洗浄法３条１項所定の自

然人に加えて、次に掲げる自然人についても実質的支配者に該当する（法

３条３項）。すなわち、①信託者（委託者）、受託物の管理者（受託者）あ

るいはプロテクター（Protektor）として行為する各自然人が存在する場合

にはその者、②財団の理事の構成員である各自然人、③受益者

（Begünstigte）として定められた各自然人、④自然人集団（dieGruppe

vonnatürlichenPersonen）の利益となるように財産が管理・分配されるこ

ととなる当該自然人集団（ただし、被管理財産の受益者になる自然人がま

だ定まっていない場合に限る）、⑤その他の方法により、直接的または間接

的に財産管理または収益分配に支配的な影響力を行使する各自然人、およ

び、⑥❶財団の理事会の構成員、もしくは、財団の受益者として指定され

ている者、または、❷信託の設定者（委託者）、信託の管理者（受託者）あ

るいはプロテクターとして行為する者、もしくは、法的形態の受益者とし

て定められた者のように、団体に対して直接的または間接的に支配的な影

響力を行使し得る自然人が、実質的支配者に該当する。

⑶ 実質的支配者情報の通知

前述した（α）（β）の団体等は、資金洗浄法１９条１項に基づく実質的支

配者に関する情報を入手し（einholen）、保管し（aufbewahren）、現在の状
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態で（aufaktuellemStand）維持し、かつ、遅滞なく（unverzüglich）透

明性登録簿への登録のためにこれを登録機関に通知しなければならない

（法２０条１項１文、同２１条１項１文）。なお、故意または軽率（leichtfertig）

にこれらの情報入手・保管・更新・通知に係る義務に違反した場合には秩

序違反行為をしたものとして過料が科される（法５６条１項５５号、６１号）。

まず、（α）（β）の団体等は、実質的支配者に関する情報を入手する義

務を負う。条文上は「入手（einholen）」という用語が用いられるが、団体

等が積極的に実質的支配者に関する情報を調査することが求められるので

はなく、あくまで既知の情報や持分所有者から提供された情報を入手する

義務を負うに過ぎないと解されている３４。前述のように、故意または軽率に

よる情報入手義務違反については過料が科されるため（法５６条１項１文５５

号）、実務上は入手した情報については注意深く文章化した上で、保存する

ことが推奨されている３５。

次に、（α）（β）の団体等は、実質的支配者に関する情報を保管

（aufbewahren）する義務も負う。資金洗浄法は、保管義務の具体的な内

容について明らかにしていないが、実務では、その解釈に際して、同法２

条の義務者が負う記録義務および保管義務（Aufzeichnungs-und

Aufbewahrungspflicht）について規律する資金洗浄法８条を手掛かりとし

ている３６。これによれば、実質的支配者情報はアナログ形式によってもデジ

タル形式によってもこれを保管することが認められるとともに、情報の原

本（Original-Dokumente）を保管する必要はなく、コピー（Kopien）を保

管すれば十分であると解されている３７。また、情報がデータ記憶媒体

（Datenträger）にデジタル形式で保存される場合、これらの団体等は、保

３４BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.40.
３５BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.43.
３６BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.45.
３７BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.45.
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管されたデータが ⑴確定した情報に対応し、⑵保存期間中に利用可能で

あり、⑶適切な期間内であればいつでも閲覧可能であることを保証しなけ

ればならない（法８条３項参照）。加えて、情報の保管期間についても、資

金洗浄法は明文の規定を設けていないが、実務では資金洗浄法８条４項を

参考に、実質的支配者情報は５年間保存されることになっている３８。保管期

間は、実質的支配者ごとに個別に決定されなければならず、その起算点は

実質的支配者の地位が消滅した暦年終了時である３９。

さらに、（α）（β）の団体等は実質的支配者に関する情報を「現在の状

態（aufaktuellemStand）」に維持する義務も負い、実質的支配者情報の更

新に係る義務を負うことになる。こうした更新義務の対象となる情報は、

団体の内部で保管される情報だけでなく、登録機関に通知された情報にも

及ぶ４０。そのため、団体が実質的支配者に関する情報に変更があることを

知ったときは、内部で保管された情報だけでなく、遅滞なく登録機関に対

して変更通知をしなければならない。そして情報の変更を知ってから２週

間以内に変更通知がなされれば、「遅滞なく」通知がなされたと評価される

ようである４１。情報更新の頻度については明文の規定は置かれていないが、

立法者は、少なくとも年に１度（zumindestjährlich）は実質的支配者の変

更を生じさせる情報が認識されているか否かを点検（überprüfen）しなけ

ればならないとしている４２。

これらの通知義務に関連して、（α）のうち、商業登記簿、協同組合登記

簿、パートナーシャフト登記簿または社団登記簿には登記されていない、

私法上の法人または登記された人的会社（EinejuristischePersondes

３８BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.46.
３９BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.46.
４０BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.48.
４１BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.48.
４２BT-Drs.18/11555,S.127.
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PrivatrechtsodereineeingetragenePersonengesellschaft，…… dienicht

imHandelsregister，Genossenschaftsregister，Partnerschaftsregisteroder

Vereinsregistereingetragenist）は、名称または住所の変更、合併、解散

またはその法形式の変更が生じた場合には遅滞なく登録機関に通知しなけ

ればならない（法２０条２項）。その趣旨は、立法理由書によれば、これらの

私法上の法人等の諸変更の把握やその発見可能性を担保することにある４３。

加えて、中央金融取引調査機関（DieZentralstellefürFinanztransaktion-

suntersuchungen）および監督官庁は、その職務および権限の範囲内で、

これらの保管情報を閲覧し、または、その提出をさせる（vorlesen）こと

ができるとともに、かかる情報が遅滞なくこれらの者に提供されなければ

ならない（法２０条５項、２１条３項）。

⑷ 実質的支配者情報の入手手段

さらに、これらの（α）の団体等が資金洗浄法２０条１項に基づく通知義

務を履行するために必要な情報を受け取る手段を、資金洗浄法は別途手当

てをしている。すなわち、実質的支配者は、（α）の団体等の通知義務を履

行するために必要な情報をこれらの団体等に提供し、当該情報に各変更が

あった場合には、遅滞なく通知しなければならず、また、実質的支配者で

ある持分保有者または実質的支配者によって直接的に支配されている持分

保有者は、（α）の団体等に対し、その通知義務を履行するために必要な情

報を提供し、その情報に変更があった場合には遅滞なく通知しなければな

らない（法２０条３項、以下「実質的支配者等の情報提供義務」という）。実

質的支配者等が故意または軽率に情報提供義務に違反した場合には、過料

が科される（法５６条１項１文５８号）。ここにいう「情報の変更」とは、実質

的支配者の居住地が変わる場合のみならず、例えば団体に対する持分を売

４３BT-Drs.19/13827,S.87.
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却することによって実質的支配者の地位が完全に失われる場合も含まれ

る４４。実質的支配者等の情報提供義務は、団体等が透明性登録に対する通

知義務を履行するために必要な情報を実際に入手できるようにすることを

目的としている４５。前述したように、団体等それ自体は実質的支配者情報

に関して積極的な調査義務を負っているわけではないため、実質的支配者

等の情報提供義務は、透明性登録簿制度を機能させる上で、重要な意味を

持っていると言える。また、実質的支配者等の情報提供義務は、実質的支

配者情報を初めて通知するときのみならず、実質的支配者情報に変更があ

るたびにも生じ得る。実質的支配者のみならず、持分所有者も情報提供義

務を負うのは、特に、団体等が通常は知らないような信託関係を明らかに

することを意図したものであると説明される４６。

ただし、持分所有者、社団または協同組合の構成員および実質的支配者

が必要な情報をすでに他の様式（inandererForm）で通知している場合に

は、法２０条３項の実質的支配者等の情報提供義務は免除される（法２０条４

項）。ここにいう「他の様式」とは、例えば、株式法６７条の株主名簿

（Aktienregister）がこれにあたると解されている４７。資金洗浄法２０条４項

の趣旨は、持分所有者等の情報提供義務を軽減することにあるとされる。

しかし、資金洗浄法２０条３項に基づく情報提供義務が履行されたと評価さ

れる他の様式による報告が具体的にどの程度のものまで要求されるかは明

らかではなく、実務上はあまり意味のある規定ではないとも批判されてい

る４８。

そして、実質的支配者等の情報提供義務によって、（α）の団体等が実質

４４BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.96.
４５BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.95.
４６BT-Drs.18/11555,S.130;BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.102.
４７BT-Drs.18/11555,S.130.
４８BeckOGK/ReuterGwG§20Rn.117.
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的支配者の情報を受けなかったときは、当該団体はその持分所有者に対し、

その知る限りにおいて、相当の範囲において実質的支配者に関する情報

（Auskunft）を請求する義務を負うとともに、持分所有者は相当な期間内

に情報請求に対して回答する義務を負う（法２０条３a項）。さらには、持分

所有者は、団体等の実質的支配者が変更されたとの認識に至ったときは、

新たな実質的支配者に関する情報が透明性登録簿を通じて既にアクセス可

能であるときや持分所有者が、他の方法によって、団体等が新たな実質的

支配者を知っていることにつき積極的に認識している（positiveKenntnis）

ときを除き、相当な期間内にその旨を団体等に通知しなければならず（法

２０条３b項１文）、かつ、団体等へのこれらの通知を文書化し、かつ、保存

する義務を負う（同２文）。なお、故意または軽率によるこれらの義務違反

についても、過料が科されることになる（法５６条１項５９、６０号）。

Ⅲ．開示対象となる実質的支配者情報

透明性登録簿により開示される実質的支配者に関する情報は、資金洗浄

法１９条において規律される。すなわち、透明性登録簿制度によって、アク

セスすることができる実質的支配者の情報は、①氏名、②生年月日、③居

住地、④経済的利益の性質および範囲（ArtundUmfangdeswirt-

schaftlichenInteresses）、ならびに、⑤全ての国籍である（法１９条１項）４９。

以下で、①から⑤の各情報について説明を加える。

⑴ 実質的支配者の氏名

第一に、通知が要求される実質的支配者情報としては、①実質的支配者

49なお、2021年の透明性登録簿・財務情報法（TraFinG）による資金洗浄法改正に際し、
連邦財務省による参事官草案（ReferentenentwurfdesBMFv.23.12.2020,Transparenz-
Finanzinformationsgesetz–TraFinG）は、個人を明確に識別する必要性から、実質
的支配者の出生地（Geburtstort）も開示対象とすることを提案していた（同草案19条
１項２号）が、同改正の政府草案（Regierungsentwurf）ではこの提案が拒絶された。
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の氏名（Vor-undNachname）がある（法１９条１項１号）。連邦行政機関の

見解によれば、公的身分証明書に記載されている全ての名前と姓を通知す

る必要がある５０。ただし、実質的支配者の芸名、修道名、ならびに、通称名

（Künstlernamen，OrdensnamenoderNenn-Namen）については通知の対

象から外れる５１。なお、氏名に付加される学位（例えば、「Dr．」）や名前の

一部ではない爵位についての通知は必須なものでないが、このうち学位に

ついては任意で通知することもできる５２。

⑵ 実質的支配者の生年月日

第二に、②実質的支配者の生年月日（Geburtsdatum）の通知が要求され

る（法１９条１項２号）。第４次マネーロンダリング指令では、その３０条５項

において、少なくとも実質的支配者の生年月（MonatundJahrderGeburt）

が透明性登録簿を通じてアクセスできることが間接的に要求されていた

が、資金洗浄法１９条１項２号は、誕生に関する特定の日、すなわち生年月

日まで通知することを要求する。

⑶ 実質的支配者の居住地

第三に、③実質的支配者の居住地（Wohnort）の通知が要求される（１９

条１項３号）。ここにいう居住地とは主たる住所（Hauptwohnsitz）を指す

とされ、全ての住所、あるいは、その他の住所を通知することまでは必要

とされない５３。もっとも、通知義務の対象となる全期間において、実質的支

配者の主たる住所に変更があった場合には、いわゆるフォローアップの依

頼（Folgeauftrag）をかけて、その旨を遅滞なく通知しなければならない５４。

５０BVAFAQStand:05.Mai2023,S.29.
５１BVAFAQStand:05.Mai2023,S.29.
５２BVAFAQStand:05.Mai2023,S.29.
５３BVAFAQStand:05.Mai2023,S.29.
５４BVAFAQStand:05.Mai2023,S.29.
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⑷ 経済的利益の性質および範囲

第四に、④経済的利益の性質および範囲の通知が要求される（法１９条１

項４号）。経済的利益の性質および範囲に関する情報は、通知義務を負う主

体に応じて、実質的支配者としての地位が何から生じるかを示すものでな

ければならない（法１９条３項）。

このうち、権利能力を有する財団を除く、資金洗浄法２０条により通知義

務を負う団体については、経済的利益の性質として、（a）団体自体への持

分参加、特に資本持分または議決権の額、（b）その他の方法による支配権

の行使（AusübungvonKontrolleaufsonstigeWeise）、特に、第三者と持

分所有者との間の合意もしくは複数の持分所有者間の合意に基づく支配権

の行使、または、法定代理人もしくは他の機関構成員を任命するための第

三者に付与された権限に基づく支配権の行使、あるいは、（c）法定代理人、

業務執行社員またはパートナーの機能（Funktion）のいずれかから、実質

的支配者としての地位が生じるかを示さなければならない（法１９条３項１

号）。

他方、権利能力を有する財団および第２１条による法的形態については、

における経済的利益の性質については、資金洗浄法３条３項に列挙された

機能のいずれであるかに区別して、実質的支配者としての地位が生じるか

を示すことになる。すなわち、委託者、受託者またはプロテクター

（Protekter）（同１号）、財団の理事（同２号）、与益者（Begünstigter）

（第３号）、自らの利益のために財産を管理または分配する者のグループ

（ただし、被管理財産の受益者となるべき自然人がまだ決定されていない

場合に限る）（第４号）、その他の方法で、直接的または間接的に、財産管

理または収益分配に支配的な影響力を行使する者（同５号）、および、団体

に対して直接的または間接的に支配的影響力を行使できる、①財団の理事

会構成員である者もしくは財団の受益者として指定されている者（同６号

a）、または、②委託者、信託の管理者（受託者）、プロテクターとして行為
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する者もしくは法的形態の受益者として指定されている者（法３条３項 ６

号b）のいずれかから、実質的支配者としての地位が生じるかを示さなけ

ればならない（法１９条３項１文２号）。

なお、【表】にもあるように、透明性登録簿に実質的支配者情報を通知す

る際、登録機関のウェブサイト上の通知用フォームに経済的利益の性質の

入力欄が設けられているが、この入力欄では、経済的利益の性質を１種類

のみ選択することとなる。そのため、実質的支配者としての地位が複数の

事由から生じるものであっても（例えば、自然人が団体の資本持分の２５％

以上を直接的に保有し（法３条２項１文１号）、かつ、議決権の２５％以上を

支配している場合（同２号）など）、そのうち１つのみを通知すれば足りる

とともに、該当事由間での順序の優劣はない５５。

これに対して、経済的利益の範囲については、【表】からも分かるよう

に、記述欄形式となっている。例えば、【表】にもあるように、実質的支配

者としての地位が、「団体自体への参加、特に議決権（資金洗浄法１９条３項

１号a）」から生じる場合には、それを経済的利益の性質として選択した上

で、経済的利益の範囲の記述欄には、議決権の量に関する対応する割合の

情報（例：９０%）を記入することになる。そして、連邦行政機関の見解に

よれば、具体的なパーセンテージの値は、小数点以下２桁以内で記入しな
５５BVAFAQStand:05.Mai2023,S.13.
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ければならず、かつ、それ以下については常に切り上げなければならな

い５６。そのため、例えば、資本持分の２５．０００００１％を有する場合には、経済

的利益の範囲は「２５．０１％」と記入することになる。また、実質的支配者が

団体に対して直接的および間接的に持分参加をしている場合、資本持分の

合計を経済的利益の範囲として記入しなければならない５７。例えば、ある社

員が有限会社（GmbH）の資本持分の２０％を直接保有し、同時に株式会社

（AG）の基本資本（Stammkapital）の９０％を保有し、その株式会社が当

該有限会社の資本株式の４０％を保有している場合、その社員は当該有限会

社の資本持分の合計60％を直接的および間接的に有していることになる

め、その社員の経済的利益の範囲は60％として記入されることが要求され

ることになる。

実質的支配者としての地位がその他の方法による支配権の行使に基づく

場合（法３条２項３号、１９条３項１文１号c）、経済的利益の範囲の入力欄

に、その他の方法による支配が何に基づくものであるかを具体的に記入し

なければならない。他の方法による支配の根拠となり得る理由は多岐にわ

たるが、特に、債務法上の付随的合意事項（議決権拘束合意、プール合意

または信託合意（Stimmbindungs-,Pool-oderTreuhandvereinbarungen）

など）ならびに拒否権や異議申立権などを基礎とする、他の手段による支

配がこれに含まれる５８。ただし、これらすべての場合において、通常は、支

配権を生じさせる具体的な規定または合意事項を、団体等が透明性登録簿

に通知する必要はなく、例えば信託合意の場合、受託者が信託合意に基づ

き支配する資本持分または議決権の割合（%）を記入するだけで足りる５９。ま

た、連邦行政機関によると、合資会社の無限責任社員が自然人である場合

５６BVAFAQStand:05.Mai2023,S.29.
５７BVAFAQStand:05.Mai2023,S.53.
５８BeckOGK/ReuterGwG§19Rn.21.
５９BVAFAQStand:05.Mai2023,S.46.
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には、経済的利益の範囲として単に「無限責任社員」と申告しなければな

らない６０。これは、自然人が無限責任社員である有限会社を支配している場

合も同様である６１。加えて、社員がすべての社員決議に対する拒否権に基

づいて支配権を行使する場合、経済的利益の範囲は「すべての社員決議に

対する拒否権」と申告されなければならない６２。

さらに、みなし実質的支配者を透明性登録簿に通知する場合には、透明

性登録簿が指定するカテゴリー「法定代理人、業務執行社員またはパート

ナーの機能（１９条３項１号１文c）」を経済的利益の性質として選択するこ

とになる６３。また、みなし実質的支配者を通知する場合、なぜ法３条１項ま

たは同条２項１文ないし４文による実質的支配者の要件を満たす自然人が

いないと判断されたのか、あるいは、包括的な調査を行った結果、現実の

実質的支配者を特定することができなかったのかを記入の上で、みなし実

質的支配者を通知した理由を伝達しなければならない（ 法１９条３項２文）。

２０２３年１２月現在、登録機関は、みなし実質的支配者については経済的利

益の範囲に関する情報通知義務を免除している。そのため、通知用フォー

ムにある経済的利益の範囲の欄は、任意の情報のみを記入することができ

るに留まるが６４、任意の情報を記入する場合は、経済的利益の範囲欄におい

て、みなし実質的支配者が例えば有限会社の業務執行社員であるのか否か、

株式会社の取締役であるのか否かを具体的に記入すべきという点に留意す

べきであるとされる６５。また、関連する登記簿（例えば、商業登記簿や協同

組合登記簿）からわかるように、具体的な代表権限（例えば、単独代表で

あるのか、他の業務執行者との共同代表であるのかなど）を記入すること

６０BVAFAQStand:05.Mai2023,S.43.
６１BVAFAQStand:05.Mai2023,S.52.
６２BVAFAQStand:05.Mai2023,S.45.
６３BVAFAQStand:05.Mai2023,S.48.
６４BeckOGK/ReuterGwG§19Rn.22.
６５BeckOGK/ReuterGwG§19Rn.22.
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が望ましいとされる６６。

⑸ 実質的支配者のすべての国籍

第五に、実質的支配者のすべての国籍が通知されることが要求される（法

１９条１項５号）。なお、２０２１年８月の透明性登録簿・財務情報法による資金

洗浄法改正前は、通知義務を負う団体等は、実質的支配者の国籍が複数あ

る場合において、そのうちの１つだけを通知すれば足りることになってい

た。しかし、１つの国籍を任意に選択し通知する制度は、実質的支配者を

特定するための情報収集の過程において、――２０１９年の資金洗浄法改正に

伴い導入された――不一致報告義務（法２３a条、後述）を負う義務者

（Verpflichtet）の契約相手方から実質的支配者の複数の国籍のうち別の国

籍が申告された場合、義務者から不必要な不一致報告がなされる原因と

なっていた６７。そこで、こうした理由のない不一致報告に対する透明性登録

機関の処理労力は相当なものであり、少なくとも手数料への影響という点

では避けるべきであるとして、透明性登録簿・財務情報法に伴う資金洗浄

法の改正により、実質的支配者の全ての国籍が通知の対象となって現在に

至っている６８。

Ⅳ．透明性登録簿の閲覧権者

透明性登録簿制度の下では、登録機関は、透明性登録簿の閲覧権者にア

クセス可能なデータを送信することで実質的支配者に関する情報を閲覧に

供する。なお、閲覧権者の身元を確認するとともに透明性登録簿の悪用を

６６BeckOGK/ReuterGwG§19Rn.22.
６７BT-Drs.19/28164,S.48.
６８BT-Drs.19/28164,S.48.なお、透明性義務の対象となる法人が、２０２１年８月１日以前に、
複数の国籍のうち１つだけを記載し、透明性登録簿にその受益者を既に通知していた
場合、その受益者の他の国籍を直ちに透明性登録簿に通知する必要はない。
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防止するために６９、閲覧は利用者による事前のオンライン登録を経た後に

のみ可能であり、登録機関は誰が情報を閲覧したかを監督する目的で

（zumZweckderKontrolle）これを記録することが認められている（同23

条４項）。

透明性登録簿の閲覧権者は、❶官庁、裁判所および公的競売を行う公法

上の団体及び会社（いずれも法律上の職務に際して必要がある場合に限

る）、❷信用制度法（Kreditwesengesetz）１条１項による金融機関など資

金洗浄法２条所定の義務者（Verpflichtet）、および、❸すべての一般公衆

（allenMitgliedernderÖffentlichkeit）の３つに分類される（法２３条１項）。

そして、これら❶❷❸のいずれに該当するかによって、送信される実質的

支配者に関する情報が異なる。すなわち、❶❷の閲覧権者については前述

の①〜⑤の情報に加えて、不一致報告がなされた場合には、所有構造およ

び支配構造の概要（Eigentums-undKontrollstrukturübersichten，法２３a条

3a項）についても送信され、❸の閲覧権者については、前述の①および④

の情報に加えて、実質的支配者の生年月（MonatundJahrderGeburt）、

居住国およびすべての国籍のみが閲覧に供され、かつ、送信されることに

なる（法２３条１項）。ただし、実質的支配者の申立てにより、透明性登録簿

の閲覧およびデータの送信によって実質的支配者が詐欺罪（ドイツ刑法２６３

条）などの一定の犯罪の被害者になる危険性があると想定されることを正

当化する事実が存在する場合など実質的支配者の保護に値する利益に反す

ることを実質的支配者が証明した場合には、登録機関は閲覧や送信の全部

または一部を制限する（資金洗浄法２３条２項）。また、❸の一般公衆が実質

的支配者情報を閲覧した場合には、実質的支配者の申立てにより、登録機

関は、提供された実質的支配者の個人情報や閲覧日時などの情報を実質的

支配者に提供しなければならない（法２３条８項）。

６９BeckOGK/ReuterGwG§23Rn.53.
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なお、２０１９年１２月３１日までは、❸の一般公衆は閲覧につき「正当な利益

（berechtigtesInteresse）」を有する場合にのみ透明性登録簿上の実質的支

配者に関する情報を閲覧することができたが、第５次マネーロンダリング

指令（Richtlinie（EU）２０１８/８４３）第１条１５項cにより、閲覧要件としての

「正当な利益」が削除された。閲覧に際しての「正当な利益」要件の削除

について、同指令の検討理由（Erwägungsgrund）（３０）は、「実質的支配

者に関する情報への一般公開……は、市民社会（報道機関や市民社会組織

を含む）による情報の精査を可能にし、事業活動や金融システムの健全性

（Integrität）に対する信頼を強化し」、正当な利益要件の削除によって、

「取引を行う可能性のある誰もが実質的支配者の身元を知ることができる

ため、（実質的支配者の）確定を容易にし、評判効果（Reputationseffekte）

を高めることによって、マネーロンダリングやテロ資金供与を目的とした

会社やその他の法人、同様の法的契約関係（Rechtsvereinbarungen）の濫

用に対抗するのに資する」と説明している７０。

しかし、一般公衆の閲覧に際して、閲覧にかかる「正当な利益」要件を

廃することについては、一般公衆が、理由や疑惑の有無を問わず、透明性

登録簿にアクセスすることを認めることとなり、その結果、個々の自然人

のセンシティブな個人情報にアクセスすることを可能にさせてしまう点に

つき批判が加えられている７１。また、連邦政府もまた、正当な利益の有無に

かかわらず、すべての一般公衆にも閲覧権が認められることには批判的な

見解に立っている７２。

７０Erwägungsgrund(30)vonRichtlinie(EU)2018/843desEuropäischenParlamentsund
desRatesvom 30.Mai2018zurÄnderungderRichtlinie(EU)2015/849zur
VerhinderungderNutzungdesFinanzsystemszumZweckederGeldwäscheundder
Terrorismusfinanzierung und zurÄnderung derRichtlinien 2009/138/EG und
2013/36/EU.（ABl.L156/43vom19.Juni2018）

７１BeckOGK/ReuterGwG§23Rn.18.
７２BT-Drs.18/11928,S.24f.
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そして、２０２２年１１月２２日に、欧州司法裁判所（EuGH）は、閲覧の正当

理由を削除すべきとするEU指令（２０１８/８４３）第１条１５項cの効力を否定す

る判決をしている７３。同判決は、登録された情報への無制限に公開されたア

クセスは、特定の個人識別情報、関係者の財産状況、関係者が投資してい

る経済部門、国、特定の企業を含む包括的なプロフィールの作成を可能に

するため７４、欧州連合基本権憲章（GRCh）第７条および第８条に対する重

大な干渉を可能にさせるとし、こうした干渉が絶対的に必要なものに限定

されていないため正当化され得ないと指摘する７５。そして、欧州司法裁判

所は、同指令第１条第１５項cが「加盟国がその域内で登記された会社または

その他の法人の実質的支配者に関する情報が、あらゆる場合において、す

べての一般公衆がアクセス可能であることを確保すること」と規定する限

りにおいて無効であるとした７６。本判決を受けて、登録機関は、２０２２年１２月

以降、一般公衆が透明性登録簿を閲覧する際には閲覧につき正当な利益を

有することを説明できなければならないとしている７７。

Ⅴ．不一致報告制度

閲覧権者である義務者（法２３条１項１文２号）や職務遂行が損なわれな

い範囲における一定の官庁（監督官庁、法的・技術的監督をする連邦行政

機関（法２５条６項）第４章の秩序違反による過料を司る連邦行政機関（法

７３EuGH,Urteilvom22.11.2022–C-37/20,C-601/20,DB2022,2857.
７４EuGH,a.a.O.（Fn.73）,Rn.41.
７５EuGH,a.a.O.（Fn.73）,Rn.44.
７６EuGH,a.a.O.（Fn.73）,Rn.88.
７７透明性登録簿の登録機関である連邦官報出版有限会社のウェブサイト上の2022年12
月12日付の最新情報（AktuelleNachrichten）参照
（https://www.transparenzregister.de/treg/de/aktuell?2#N13）〔最終閲覧：2023年12
月18日〕。
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５６条５項２文）、ならびに、中央金融取引調査機関は、透明性登録簿でアク

セスできる実質的支配者情報と、自らが利用可能な実質的支配者情報およ

び知見（Erkenntnissen）との間に不一致を発見した場合には、これを遅滞

なく登録機関に報告しなければならない（不一致報告（Unstimmig-

keitsmeldung）、法２３a条１項１文、同３文）。この不一致報告は、透明性登

録簿における情報の質を向上させるための仕組みとして位置付けられ、

２０１９年の資金洗浄法改正の際に導入されたものである７８。なお、故意また

は軽率による不一致報告義務違反については、過料が科されることになる

（法５６条１項１文５９号）。不一致報告義務を負う主体のうち、義務者には

EU域内外問わず、ドイツ国外の義務者も含まれることになるが、報告

義務違反に伴う過料によるサンクションの実効性を踏まえると、ドイツ

国内に定住する義務者（inlandsansässigeVerpflitete）にのみ実効性がある

とされている７９。

報告義務の対象となる不一致（unstimmig）は、義務者等が自ら利用で

きる①実質的支配者に関する情報（例えば顧客情報（Kundenangaben））

や②知見と、③透明性登録簿の内容とでの不一致である。また、法は、不

一致が存在する場合として３類型を挙げる（法２３a条１項４文）。第一には、

❶資金洗浄法２０条１項、２１条１項および同２項による登録がない場合であ

り、例えば、義務者の知見によれば、ある顧客が実質的支配者であるにも

かかわらず、これが透明性登録簿に登録されていない場合には、報告義務

の対象となる不一致が認められる（欠落を理由とする不一致）８０。第二に、❷

法１９条１項に基づく実質的支配者に関する個別の情報が相違している場合

に不一致が存在する。例えば、有限会社の唯一の社員が法３条２項１文１

号の現実の実質的支配者であると義務者が認識していたが、透明性登録簿

７８BT-Drs.19/13827,S.91.
７９Herzog/SeehaferGwG§23aRn.4.
８０Herzog/SeehaferGwG§23aRn.8.
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上ではいわゆるみなし実質的支配者（法３条２項５文）として登録されて

いる場合がこれにあたる（情報相違による不一致）８１。第三に、❸異なった

実質的支配者が特定（ermittelt）されている場合に不一致が存在する。例

えば、義務者はA．Aという名の実質的支配者を知見しているにもかかわら

ず、透明性登録簿ではB．B．の名前で登録されている場合がこれにあたる

（身元相違による不一致）８２。

登録機関は、不一致報告を受けたときは、遅滞なくこれを審査しなけれ

ばならず（法２３a条３項１文）、また、実質的支配者情報の通知義務を負う

団体等または法的形態の実質的支配者に関する情報が審査に服しているこ

とを登録簿抄本（Registerauszug）に可視的に注記（vermerken）しなけ

ればならない（法２３a条６項１文）。登録機関による審査の目的は、実際の

構造上の実質的支配者（tatsächlichstrukturellwirtschaftlichBerechti-

gten）を突き止め、かつ、法１９条１項による正しい情報をもってこれらの

実質的支配者を登録簿に登録することにある８３。また、登録機関は、不一

致報告の報告者や実質的支配者情報の通知義務主体である団体または法的

形態に対して、その解明のために必要な情報および資料を請求することが

できる（法２３a条３項２文）。義務者が、故意または軽率にこの情報・資料

請求権に基づく情報提供をしない、もしくは、適時にこれをしない場合に

は、過料が科される（法５６条１項６６号）。また、登録機関は、不一致報告の

審査の範囲内において、他の登記簿で入手できる情報および法２３a条３項

による照会によって得た情報や資料を基礎として、個別事案における不一

致届出の審査に必要である限り、実質的支配者情報の通知義務を負う団体

または法的形態の所有構造および支配構造の概要（Eigentums-und

Kontrollstrukturübersicht）を作成する（法２３a条３a項１文）。所有構造お

８１Herzog/SeehaferGwG§23aRn.8.
８２Herzog/SeehaferGwG§23aRn.8.
８３Herzog/SeehaferGwG§23aRn.16.
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よび支配構造の概要は、多層型の持分参加構造が調査されるべき場合、あ

るいは、持分あるいは支配の多数派を基礎付けるような持分参加者間の特

約（例：議決権拘束契約）が考慮されるべき場合に、その必要性が肯定さ

れる８４。作成された所有構造および支配構造の概要は、実質的支配者情報の

通知義務を負う団体または法的形態の解散後２年が経過するまで登録機関

は保存義務を負い、その後は削除しなければならない（法２３a条３a項２文）。

また、登録機関は、審査の完了後、登録機関によって確定された法１９条

１項にいう実質的支配者情報を、不一致報告者に遅滞なく伝達しなければ

ならない（法２３a条５項１文）。その際には、所有構造および支配構造の概

要も、不一致報告者に送信されるが（法２３a条５項２文）。不一致報告者は

自身の注意義務を履行する範囲内でのみこれを利用することができるが、

転送することはできない（法２３a条５項２文、３文）。登記機関または透明

性登録簿制度に係る秩序違反に係る連邦行政機関（法５６条５項２文、同１

項５４号ないし６６号）が、資金洗浄法２３a条３項の情報・資料請求権により得

られた知見に基づいて、あるいは、実質的支配者情報の通知義務主体であ

る団体または法的形態（法２０条・２１条）による新たな通知もしくは訂正さ

れた通知に基づいて、不一致が解消されたと結論付けた場合、不一致報告

の審査手続きは終了したものとみなされる（法２３a条５項４文）。なお、不

一致報告に対する審査手続きの終了は、登録簿抄本に注記されなければな

らない（法２３a条６項２文）。

８４Herzog/SeehaferGwG§23aRn.17.
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おわりに

本稿では、ドイツ資金洗浄法上の透明性登録簿制度について概観した。

透明性登録簿制度をめぐっては、２０１７年の制度創設後も、通知義務の範囲

を拡大する法改正がなされ、企業の透明性が著しく向上したとして肯定的

に評価されている８５。こうした評価を踏まえれば、透明性登録簿制度は実質

的支配者を把握する制度として一定の意義を有するものであると評価する

こともできよう。

ただし、実質的支配者の透明性を図る制度の枠組みの整備をみたとして

も、これが実効性のある制度であるか否かは別問題である。そして、ドイ

ツにおける透明性登録簿による開示制度の実効性につき全くの疑念がない

わけではない。このような疑念が生じる背景には、同制度のエンフォース

メントが秩序違反としての過料（Geldbuße）に委ねられているに過ぎず、

その過料の額も最大で１５万ユーロであるという事実がある（資金洗浄法５６

条１項１文５４号ないし６６号、同２文）。とりわけ――前述したように――実

質的支配者等の情報提供義務違反についても過料による制裁のみに留まっ

ている（法５６条１項１文５８号）。加えて、連邦行政機関の見解によれば、こ

れらの過料も資金洗浄法56条１項54号ないし66号所定の義務違反によって

直ちに科されるのではなく、科すか否かは個別事案ごとに判断されるとさ

れる８６。前述したように、ドイツにおいても有価証券取引法において大量保

有報告制度が存在するが（有価証券取引法33条以下）、その特徴としては、義

務違反をした報告義務者に対して――株主総会の議決権を含む――株主権

の喪失（Rechtsverlust）という強力な制裁措置が法定されているという点

に求められる（同法44条）８７。大量保有報告制度において株主権の喪失とい

８５Vgl.Koch,a.a.O.（Fn.6）,§67Rn.76.
８６BVAFAQStand:05.Mai2023,S.38.
８７これについては、拙稿・前掲注（5）19-20頁。
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う強力な制裁が用意されたのは、行政上の強制手段では大量保有報告義務

の実効性を担保させることが難しいと立法者が考えていたところが大き

かった８８。このような背景事情を踏まえると、過料という行政罰のみによっ

てエンフォースメントされている透明性登録簿制度の実効性はさほど大き

くはなく、開示規制としての機能も限定的なのではないかと考えざるを得

ない。しかし、透明性登録簿制度の実効性の有無を解明するためには現地

での利用実態の調査が必要であると考えられるため、本稿では明らかにす

ることができなかった。この点については、今後の課題として他日を期し

て別稿に譲りたい。

【付記】本稿は、JSPS22KK0015および同21K13216の助成を受けたもので

ある。

８８BT-Drs.12/6679,S.56.


